
障害者活躍推進計画実施状況について（令和３年度） 

１ 障害者活躍推進計画に掲げる目標の状況について 
 

目標①「採用に関する目標」実雇用率（各年６月１日時点） 

当該年６月１日時点の法定雇用率以上 
 

令和３年６月１日現在の雇用状況 

雇用率（法定雇用率２．６％） ４．２９％ 

障害者として算入した職員数は増減がなかったが、算定の基礎となる総職員数が昨

年に比べ３人減少したため、障害者雇用率は４．２９％となった。 

 実人数 雇用率換算※1  

算定の基礎となる総職員数 70人   

障害者として算入した職員数 2人 3人 R2実績 

雇用率（法定雇用率２．６％）  4.29％ 4.11％ 

※1 雇用率換算について重度の障害者は２人（週30 時間以上勤務の職員）として算定。 

 

目標②定着に関する目標 

不本意な離職者を極力生じさせない。 
 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までにおける障害を有する新規採用者は、正規

職員及び会計年度任用職員共に０人であったため、当該年度中の任期途中の退職者もなし。 

※正規職員は企業局に配属された新規採用者、会計年度任用職員は企業局において新たに採用を行

った職員を対象とする。 

 

２ 障害者の活躍を推進する体制整備 

・ 障害者雇用推進者として総務課長を選任 

・ 障害を有する職員が在籍する所属にあっては、「障害者相談員」を選任 

 

３ 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

・ 各所属の実情等を踏まえ、各所属への聞き取りにより障害者枠のポストの検討 

・ 各所属における定期的な面談により、現に任用する職員とその業務の点検を実施 

 

４ 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

・ 定期的な面談等を通じた本人の状況把握、及び、必要に応じた措置又は体調への配慮等 

・ テレワークや時差出勤等の柔軟な勤務制度の利用促進 

・ 他任命権者での取組内容の共有 

 

５ その他 

・ 障害者就労施設等からの物品等の調達方針に基づく、障害者就労施設等への発注 
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